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令和元年斜里町議会定例会 ９月定例会議 会議録（第３号） 

令和元年９月２６日（木曜日） 

 

◎議事日程 

日程第 １  会議録署名議員の指名について 

日程第 ２  令和元年度決算審査特別委員会審査報告 

日程第 ３  議案第２７号 斜里町土地開発公社の解散について 

日程第 ４  議案第２８号 工事請負契約（ボランティア拠点施設（知床自然教育研修

所）改修工事）の締結について 

日程第 ５ 議案第２９号 工事請負契約（知床自然センター外構改修工事）の締結に

ついて 

日程第 ６ 議案第３０号 財産（町有林立木素材）の処分について 

日程第 ７ 議案第３１号 斜里町会計年度任用職員制度の施行等に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定について 

日程第 ８ 議案第３２号 斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の制定について 

日程第 ９ 議案第３３号 斜里町附属機関設置条例の制定について 

日程第１０ 議案第３４号 斜里町奨学生ふるさとＵターン促進条例の一部を改正する

条例について 

日程第１１ 議案第３５号 職員定数条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第３６号 町税条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第３７号 斜里町印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第３８号 斜里町水道給水条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第３９号 斜里町簡易水道給水条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第４０号 斜里町公共下水道条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第４１号 令和元年度斜里町一般会計補正予算(第３回)について 

日程第１８ 議案第４２号 令和元年度斜里町介護保険事業特別会計補正予算(第２回)

について 

日程第１９ 議案第４３号 令和元年度斜里町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１

回)について 

 

◎出席議員（１３名） 

     １番 今 井 千 春 議員    ２番 小 暮 千 秋 議員 

     ３番 久 野 聖 一 議員    ４番 山 内 浩 彰 議員 

     ５番 佐々木 健 佑 議員    ６番 木 村 耕一郎 議員 
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     ７番 櫻 井 あけみ 議員    ８番 宮 内 知 英 議員 

     ９番 久 保 耕一郎 議員   １０番 若 木 雅 美 議員 

    １１番 海 道  徹  議員   １２番 須 田 修一郎 議員 

   １３番 金 盛 典 夫 議員 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎出席説明員 

馬 場  隆   町  長 

北   雅 裕  副 町 長 

岡 田 秀 明  教 育 長 

小 林 鋼 一  代表監査委員 

島 田 秀 一  農業委員会会長 

増 田  泰   総務部長 

髙 橋 佳 宏  民生部長 

塚 田 勝 昭  産業部長 

芝 尾 賢 司  国保病院事務部長 

馬 場 龍 哉  教育部長 

百 々 典 男  会計管理者 

伊 藤 智 哉  企画総務課長 

鹿 野 能 準  財政課長 

茂 木 公 司  税務課長 

髙 橋 正 志  ウトロ支所長 

南 出 康 弘  環境課長 

鳥 居 康 人  総務部参事 

平 田 和 司  住民生活課長 

玉 置 創 司  保健福祉課長 

鹿 野 美生子  こども支援課長 

髙 橋 誠 司  農務課長、農業委員会事務局長 

森   高 志  水産林務課長 

河 井  謙   商工観光課長 

荒 木 敏 則  建設課長 

榎 本 竜 二  水道課長 

菊 池  勲   生涯学習課長 

村 上 隆 広  博物館長 
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佐々木 剛 志  公民館長 

大 野 信 也  図書館長 

村 上 和 志  選挙管理委員会・公平委員会事務局長、監査委員書記 

 

◎議会事務局職員 

阿 部 公 男  事務局長 

竹 川 彰 哲  議事係長 

鶴 巻 美 奈  書  記 
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午前１０時００分再開 

 

◇ 開議宣告 ◇ 

●金盛議長 おはようございます。散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

 

◇ 会議録署名議員の指名 ◇ 

●金盛議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則

第１２４条の規定により今井議員、小暮議員を指名いたします。 

 

◇ 令和元年度決算審査特別委員会報告 ◇ 

●金盛議長 議案集３号をお開きください。日程第２、令和元年度決算審査特別委員会に

付託した、認定第１号から認定第８号までの審査報告を求めます。令和元年度決算審査特

別委員会須田委員長。 

●須田決算審査特別委員会委員長 （令和元年度決算審査特別委員会審査報告 内容説明 

記載省略） 

 

◇ 認定第１号～第８号 ◇ 

●金盛議長 委員長の報告が終わりました。委員長の報告は、いずれも認定であります。

委員長の報告について質疑を受けます。ご質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 これをもちまして、委員長報告についての質疑を終結いたします。 

 

◇ 認定第１号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 これから、認定第１号から認定第８号について、討論採決を行います。はじ

めに、認定第１号、平成３０年度斜里町一般会計歳入歳出決算認定について、討論ござい

ませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第１号について、採決を行います。認定第１号について、委員長報告の

とおり認定することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって認定第１号については、認定と決定いたしまし

た。 

 

◇ 認定第２号討論・採決 ◇ 
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●金盛議長 次に、認定第２号、平成３０年度斜里町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について、討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第２号について、採決を行います。認定第２号について、委員長報告の

とおり認定することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって認定第２号については、認定と決定いたしまし

た。 

◇ 認定第３号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 次に、認定第３号、平成３０年度斜里町国立公園内森林保全事業特別会計歳

入歳出決算認定について、討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第３号について、採決を行います。認定第３号について、委員長報告の

とおり認定することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって認定第３号については、認定と決定いたしまし

た。 

 

◇ 認定第４号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 次に、認定第４号、平成３０年度斜里町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について、討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第４号について、採決を行います。認定第４号について、委員長報告の

とおり認定することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって認定第４号については、認定と決定いたしまし

た。 

 

◇ 認定第５号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 次に、認定第５号、平成３０年度斜里町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について、討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 



6 

 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第５号について、採決を行います。認定第５号について、委員長報告の

とおり認定することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって認定第５号については、認定と決定いたしまし

た。 

 

◇ 認定第６号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 次に、認定第６号、平成３０年度斜里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について、討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第６号について、採決を行います。認定第６号について、委員長報告の

とおり認定することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって認定第６号については、認定と決定いたしまし

た。 

 

◇ 認定第７号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 次に、認定第７号、平成３０年度斜里町病院事業会計決算認定について、討

論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第７号について、採決を行います。認定第７号について、委員長報告の

とおり認定することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって認定第７号については、認定と決定いたしまし

た。 

 

◇ 認定第８号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 次に、認定第８号、平成３０年度斜里町水道事業会計決算認定について、討

論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、認定第８号について、採決を行います。認定第８号について、委員長報告の
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とおり認定することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって認定第８号については、認定と決定いたしまし

た。 

午前１０時１０分 

 

◇ 議案第２７号 ◇ 

●金盛議長 議案集２号をお開きください。日程第３、議案第２７号、斜里町土地開発公

社の解散について、を議題といたします。内容の説明を求めます。鹿野財政課長。 

●鹿野財政課長 （議案第２７号 内容説明 記載省略） 

●金盛議長 内容の説明が終わりました。これから、議案第２７号について、質疑を受け

ます。ご質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 これをもちまして、議案第２７号についての質疑を終結いたします。 

 

◇ 議案第２７号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 これから、討論採決を行います。議案第２７号、斜里町土地開発公社の解散

について討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２７号について、採決を行います。議案第２７号について、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第２７号については、原案のとおり可決さ

れました。 

午前１０時１５分 

 

◇ 議案第２８号・２９号 ◇ 

●金盛議長 日程第４、議案第２８号、工事請負契約（ボランティア拠点施設(知床自然教

育研修所)改修工事）の締結についてから、日程第５、議案第２９号、工事請負契約（知床

自然センター外構改修工事）の締結についてまでの２件を、一括議題といたします。内容

の説明を求めます。鹿野財政課長。 

●鹿野財政課長 （議案第２８号、２９号 内容説明 記載省略） 

●金盛議長 内容説明が終わりました。議案第２８号から、議案第２９号までの２件につ

いて質疑を受けます。ご質疑ございませんか。 
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（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 これをもちまして、議案第２８号から議案第２９号についての質疑を終結い

たします。 

 

◇ 議案第２８号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 これから、討論採決を行います。はじめに、議案第２８号、工事請負契約（ボ

ランティア拠点施設(知床自然教育研修所)改修工事）の締結について討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２８号について、採決を行います。議案第２８号について、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第２８号については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◇ 議案第２９号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 次に、議案第２９号、工事請負契約（知床自然センター外構改修工事）の締

結について討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２９号について、採決を行います。議案第２９号について、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第２９号については、原案のとおり可決さ

れました。 

午前１０時２２分 

 

◇ 議案第３０号 ◇ 

●金盛議長 日程第６、議案第３０号、財産（町有林立木素材）の処分について、を議題

といたします。内容の説明を求めます。鹿野財政課長。 

●鹿野財政課長 （議案第３０号 内容説明 記載省略） 

●金盛議長 内容の説明が終わりました。これから、議案第３０号について質疑を受けま

す。ご質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 これをもちまして、議案第３０号についての質疑を終結いたします。 
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◇ 議案第３０号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 これから、討論採決を行います。議案第３０号、財産（町有林立木素材）の

処分について討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３０号について、採決を行います。議案第３０号について、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第３０号については、原案のとおり可決さ

れました。 

午前１０時２６分 

 

◇ 議案第３１号～３３号 ◇ 

●金盛議長 日程第７、議案第３１号、斜里町会計年度任用職員制度の施行等に伴う関係

条例の整理に関する条例の制定についてから、日程第９、議案第３３号、斜里町付属機関

設置条例の制定についてまでの３件を一括議題といたします。内容の説明を求めます。伊

藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 （議案第３１号～３３号 内容説明 記載省略） 

●金盛議長 内容の説明が終わりました。これから、議案第３１号から議案第３３号まで

の３件を、一括して質疑を受けます。ご質疑ございませんか。宮内議員。 

●宮内議員 今回の条例改正は、国の法改正に基づいて、職員の身分制度や給与体系など

について明確にすることの条例改正と理解しました。各種手当なども対象は多岐にわたり

ます。フルタイムではないパートタイムに位置づけられる職員に分類されると思いますが、

それらの職員は現況と比べて何がどう変わるか、端的にいうとどうなりますか。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 今回の改正において、手当が支給されることになっています。具体

的にいうと、先ほどの条例説明のとおり、パートタイム職員については、期末手当、時間

外勤務手当、休日勤務手当、通勤手当などが支給されることになり、現行の基準では支給

されていない手当が改正により支給されることになっています。 

●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 パートタイムで働く人たちは、手当類が付いて待遇が改善されます。６月定

例会議でも全員協議会にこの件について付されていました。国会でも会計年度任用職員制

度に係る質疑が行われて、正職員と変わらない業務を行っている職員については、正職員

にするのが望ましいという趣旨を、担当の大臣が答弁しています。斜里町はそういった方
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針に対してどう対応しようとしていますか。 

●金盛議長 伊藤課長。 

●伊藤企画総務課長 ６月の全員協議会でも答弁させていただいと思いますが、今回の会

計年度任用職員の常用職員の待遇にあたっては、現給保障という取り扱いをしています。

まずはその制度に基づき、現行の常用職員と定期職員については、制度や身分を移行しま

す。その上で、正職員の道は、今後、何らかの可能性はあるかもしれません。それはこれ

からの職員採用などの状況になるので、基本的には常用職員の正職員化と会計年度の制度

については切り離して考えています。 

●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 切り離して考えるということですが、待遇改善を行う、各種手当を支給する

ことになると、パートタイムで働く職員についても、それらの手当などに要する費用が生

じてきます。正職員化することによって新たな財政負担が生まれますが、その財源に対し

て高市大臣は、６月の国会質疑で参議院での議員の質問に対して国としても地方の実態を

調査して対応策を検討したいという趣旨を答弁しています。地方が積極的に職員の待遇改

善に取り組むことを進めれば、国も何らかの財源措置を講ずる可能性があると思いますが、

それに対する認識はいかがでしょうか。 

●金盛議長 鹿野財政課長。 

●鹿野財政課長 来年度の地方財政計画等において、具体的に会計年度任用職員の分で交

付税が増えるなど、まだ明示されていないものと認識しています。 

●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 来年度の地方財政計画には、まだ組み込まれていないかもしれません。何ら

かの財源を考えたいというのは、大臣が国会の質疑で答弁したことです。具体的にどのよ

うに言っているかというと、高市総務大臣の答弁は、こういった制度改正に伴う地方財政

措置につきましては、各地方公共団体の取り組みについて、今後調査をしてしっかりと検

討してまいりますということです。新たな任用制度と現在の常用職員との扱いについては

別に対応を考えるということでしたが、積極的に対応を考えるべきだと思いますが、いか

がでしょうか。 

●金盛議長 増田総務部長。 

●増田総務部長 現時点では、財政課長の答弁のとおり、国から具体的な提案等や支援が

あることは聞いていません。現段階では制度移行を着実に進めた上で、環境が変わればそ

の時点でそのような改正も含めた対応をしたいと考えています。 

●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 環境が変わるということですが、地方の取り組み状況を調査して国は対応を

検討したいと答えています。待っているだけでは、何もやっていないので対応しないとい

うことになりかねません。地方として可能な条件付きになるかもしれません。しかし、今
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回の制度改正に伴っての正職員と同じ業務を行っている職員については、正職員化してい

く方針は示されているので、それに向けた検討は取り組むべきだと思います。その上で、

財政措置なども求めていくべきではないでしょうか。 

●金盛議長 北副町長。 

●北副町長 ６月の全員協議会でも答弁した部分と重なっていて、平成２９年４月の高市

総務大臣の答弁については、教職員の給与の県費負担から政令市負担教職員になることへ

の懸念という部分に対して、常勤の臨時職員を常勤にしたらどうかという質問が大臣に向

けられ、その答えは業務内容や業務量に応じて適切に判断されるべきものですと言ったも

のです。その答弁の趣旨は、適切に自治体が判断するものといったものです。可能性がな

いと言ったわけではないですが、必ず正職員化しなければならないというルールを言った

ものでもないです。 

 財源については、同じくこの時の答弁で、議員がおっしゃったとおり、調査してと言っ

ていました。今年の８月２２日に全国の人事担当課長会議が開かれています。この中では、

地方側でも会計年度任用職員に対して、我が町でも手当の支給など待遇が向上する部分で

４千万円ほどの負担が増えることを、先に明らかにしています。それに対して地方側もそ

の対応について考えないのかということで強く迫っており、これに対して地方から要望の

多い事項については、調査結果を踏まえて来年度の地財計画に適切に措置するようにとい

う答弁がされています。 

このことをおっしゃっていると思いますが、ご存じのとおり、地財計画に適切に反映す

るということです。地財計画に適切に反映するというのは、個別の自治体の事情を反映す

るといった部分ではなく、規模や類似団体における標準的な行政経費、あるいは先進的な

自治体の経費、トップランナーという部分もあります。そちらの経費を見込む中で算定す

るもので、斜里町一つ取って、その調査の結果が出たからといってそれを直接反映するも

のではないです。先ほど部長は可能性という部分で言ったので、特殊性が反映されること

は薄いのではないかと判断しています。 

●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 ７月の国会質疑の答弁と説明がありましたが、質問している質疑のやり取り

は、１９３回国会の総務委員会第１６号、平成２９年５月９日の委員会での質疑です。こ

の時の質疑の中身は、教職員を対象とした質疑ではなく、図書館の司書を例に挙げたやり

取りが行われています。副町長の認識は誤っていると思いますが、いかがでしょうか。 

●金盛議長 北副町長。 

●北副町長 前段、申したのは、正職員化の部分での引用で申したので、後段の地財計画

うんぬんの部分については、その後の状況を踏まえた中での全国人事担当課長会議での説

明の内容で申したことです。 

●金盛議長 宮内議員。 
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●宮内議員 今、指摘したのは、教職員という職に関する質疑の答弁と限定的に説明した

ので指摘しました。具体的には、図書館の司書の正規職員の任用がほとんど無い状態なの

で、この人たちを正規職員に代わる専門職として現実に勤務している。こういう人たちを

正職員化するべきではないかという例を引き出してのやり取りがあったということです。

職種として教職員に限定したものではなく、一般的に正職員と同じような業務をしている

人たちを対象にした議論がなされたことは、お互いに認識すべきではないでしょうか。 

●金盛議長 北副町長。 

●北副町長 その前後関係は、種々質問が重なっている中でのことなので、どこを引用す

るかはその部分をいっているのであって、議員のおっしゃる経過をたどっている部分を否

定するつもりはありません。ただ、ここで言いたいのは、正職員としての任用が可能であ

るからそうしなさいという論理にはならないと言ったまでです。 

●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 自治体が正職員化を実施する、今回の条例で待遇改善を実施するとなれば、

それなりの財源が必要となるのも事実です。一挙に職員の待遇改善の実施は、なかなか難

しい要件もあることは理解できます。しかし、同時に皆さんがやる気を持って働く環境を

つくるためにも、法の趣旨を踏まえて積極的な対応を求めて質問を終わります。 

●金盛議長 北副町長。 

●北副町長 今回の会計年度任用職員制度で、斜里町だけではないですが、臨時的職員、

うちの特殊性でいうと常用職員、定期職員という特殊な雇用形態があったのは事実です。

その関係職員は、私の目で見ても一生懸命頑張っていただいている、一緒に釜の飯を食っ

た仲間です。できる限りの待遇の保証は当然していきたいと私を含めて町長の思いでもあ

ります。そういう中ではありますが、国の求める制度は厳格性を求めた部分で、今の制度

の内容がそのまま生き残ることではないのも事実です。 

そういう中で、待遇改善で会計年度任用職員になることで４千万円ほどの人件費の増が

あると報告しました。これに加えて現給保障を今回の条例の附則で盛り込んでいます。こ

の現給保障ですと、７千数百万円の現給保障額が出ます。さらに新たな会計年度任用職員

には、１年過ぎてからになりますが退職手当が支給されます。そうなると、仮に試算して

いる部分で、これから内容を詰めていかなければなりませんが、退職手当組合の負担金は、

先ほど４千万円の人件費増といいましたが、もしかするとそれ以上の負担金が必要となり

ます。現給保障を除いても１億円程度の人件費増になります。 

また、そういう中で、職員の採用については、現状、苦しい人員体制でやっている部分

もあるので、そこの補充について新規採用も含めて精力的にやっていきたい思いはありま

すが、そこは一線を引いて制度的なものはやらなければならないと思います。全くその道

がないと言っているのではなく、制度にのっとった採用は採用の道をしなければならない。

会計年度任用職員制度が入るからその部分で新採用になることにはならないと言っている



13 

 

までです。 

●金盛議長 他、ございませんか。若木議員。 

●若木議員 行政の職員の方々は、正規による採用で公平、公正な担保をしながら、今後

の人材育成を担っていかなければいけないと思います。その中で、正規の方々が定数もそ

うですが減っている中で、それを臨時や非常勤で埋め合わせをする考え方自体が違う部分

があり、今回の整理もされてきていると思います。今後、正規職員になる道は閉ざされて

いるわけではないとお話しもありました。埋め合わせをしている人材を底上げされていま

すが、そういう人たちが担っている場所は、本来は正規の方々が担わなければならないと

いう考えの下で、人件費の課題もありますが、住民にサービスをしていく上では、そうい

う観点での採用もするべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

●金盛議長 増田総務部長。 

●増田総務部長 今回の制度については制度移行が前提になるので、その上で、今後の定

数配置も含めて各職場では、いろいろな意味で社会状況の変化で変わる可能性はあります

が、あくまでもそれぞれ制度の中で動いている部分があるので、その中で今後考えていく

ことになると思います。 

●金盛議長 櫻井議員。 

●櫻井議員 確認させてください。今回の会計年度任用職員と役場を退職された方々が使

っている再任用は、どのような関係になりますか。 

●金盛議長 答弁保留のまま、休憩といたします。１１時２５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０７分 

再開 午前１１時２５分 

 

●金盛議長 休憩を解き、会議を開きます。保留中の櫻井議員に対する答弁を、伊藤課長。 

●伊藤企画総務課長 会計年度任用職員と再任用職員の区分けについてですが、再任用職

員は定数内職員、会計年度任用職員は定数外職員です。 

●金盛議長 櫻井議員。 

●櫻井議員 会計年度任用職員が定数外職員、再任用職員が定数内職員ということは、再

任用職員に対する今回の処遇改善は当てはまらないと考えてよいですか。 

●金盛議長 伊藤課長。 

●伊藤企画総務課長 再任用職員については、現行の維持をすることになっています。 

●金盛議長 櫻井議員。 

●櫻井議員 再任用職員は、また少し違った部分で始まった形だと思います。職員数や正

職員に関しては、職員と同じような仕事をしっかりこなしていることは加味することがで

きて、今回、ある程度の処遇改善になったことは、よかったと思います。 
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一方で、うちの町の職員体系は、ただ人数だけではないと捉えています。若い人たちか

ら新任の方が入って、そして中堅、幹部になっていく形で、経験がある人や持続可能な自

治体運営を担っていく部分では、年齢層にあまりでこぼこがあっては、役場の業務遂行に

は難しいだろうと思います。この年代の職員がとても少ないなど、おそらく過去にあった

と思います。なかなか人材確保がままならないことも、業務の忙しさにつながっているの

かもと捉えています。新規の人たちを増やす、正職員を増やすことは、雇用としての救済

や処遇改善につながるのかもしれないが、職員数や職員配置の問題、それぞれの職種にお

ける年代層、経験を加味した人事の職員構成であるべきと思います。 

再任用制度の話が出た時に少し怖かったのは、再任用の方々が長く居ることで新しく入

ってくる職員が限定されるのではないか。そうなった時に年齢のバランスが不安になる。

再任用の方々は、ある程度の期限もあるのでそういう部分はない。今後、会計年度任用職

員制度がはじまり、ある程度、パートの方や臨時の方の処遇改善が図られた。そして、こ

れから業務として動いていく体制の中では、今後、新しい職員の採用は、年代のギャップ

がないようにしっかりと考えなければいけないと思いますが、その辺はどのようにお考え

でしょうか。 

●金盛議長 増田総務部長。 

●増田総務部長 役場という一つのチームとして、ある世代に偏ることは、将来的に持続

的な行政の運営体制が維持できない可能性があるので、各世代に職員がどれくらい分布し

ているかも把握しながら持続的に、特に団塊の世代の人が急激に足りなくならないような

職員体制を組みたいと考えています。 

●金盛議長 他、ありませんか。これをもちまして、議案第３１号から議案第３３号まで

の質疑を終結いたします。 

 

◇ 議案第３１号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 これから、討論採決を行います。議案第３１号、斜里町会計年度任用職員制

度の施行等に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３１号について、採決を行います。議案第３１号について、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第３１号については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◇ 議案第３２号討論・採決 ◇ 
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●金盛議長 次に、議案第３２号、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の制定について、討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３２号について、採決を行います。議案第３２号について、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第３２号については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◇ 議案第３３号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 次に、議案第３３号、斜里町付属機関設置条例の制定について、討論ござい

ませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３３号について、採決を行います。議案第３３号について、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第３３号については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◇ 議案第３４号 ◇ 

●金盛議長 日程第１０、議案第３４号、斜里町奨学生ふるさとＵターン促進条例の一部

を改正する条例について、を議題といたします。内容の説明を求めます。伊藤企画総務課

長。 

●伊藤企画総務課長 （議案第３４号 内容説明 記載省略） 

●金盛議長 内容の説明が終わりました。これから、議案第３４号について、質疑を受け

ます。ご質疑ございませんか。宮内議員。 

●宮内議員 今回のふるさとＵターン促進条例の改正は、期間を延長する改正ですが、ほ

とんどのこの条例の中身は、斜里町が制度化している各種奨学資金を斜里町民の関係者が

借りて勉学をして、斜里町に戻ってきて就職をした場合に一部の返還免除を行う制度です。

Ｕターン促進条例が施行されてから、その利用実績はどのようになっていますか。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 二つに分けてお答えします。ふるさとＵターン促進条例の適用を受

けている方は、現在８名います。２９年度で３名、３０年度で５名います。この制度が施
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行してから当町の奨学金の貸し付けを受けた方、平成２９年度からについては、平成２９

年度分で１３名、平成３０年度分で１３名、今年度は１９名が貸し付け者になっています。 

●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 Ｕターン促進条例の前の奨学資金そのものの借入者は増えている傾向にある

ということでよろしいですか。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 先ほどの答弁の一部を訂正させていただきます。ふるさとＵターン

促進条例の適用を受けている方、２９年度３名、３０年度５名の計８名となっていました

が、２９年度の対象者が３名、３０年度の対象者が５名で、全部で８名ではなく、現在５

名になっています。 

 ご質問のあった、増えているということですと、当町のふるさとＵターン促進条例の貸

し付けを受ける方は、数的にいうと増えています。 

●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 ふるさとＵターン促進条例は、若い人たちが奨学資金を借りて大学や専門学

校へ行って、たくさんの借金を抱えて卒業せざるを得ない実態についてよく聞きます。そ

ういう中で、償還免除を一部でも町として実施することは、大変結構な制度だと思います。

しかし、過日の委員会質疑などで説明を受けた中では、借りる人が非常に少ない。対象者

も少なくなったという要因も一面ではあると思いますが、借りたいと希望する人が非常に

少なくなっていると説明を受けてきました。数字で見ると増えてきていると見えますが、 

これらは実際のところどうでしょうか。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 この制度が始まってからを振り返ってみると、以前と比べると貸し

付け者はかなり減少しています。ここ数年で比較すると増えている状況ですが、全体的に

見て以前から比べるとかなり減少しています。その一番の要因は、少子化と考えています。

少子化に伴っての貸し付け者の減少と若干の進学率の低下なのかと思っています。 

●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 少子化はいろいろな面に影響を与えていると思います。制度そのものは大変

結構ですが、一方で、さまざまな職種、特に子育てや介護の分野で、町が関わる事業所や

町そのものが行っている事業が多いですが、こういった分野で人手不足がみられます。 

Ｕターン促進条例を一歩進んで、いつの段階からがよいのか明確にはわかりませんが、

奨学金を借りる時に、償還免除が適用される制度構築を考えてはどうかと思いますが、い

かがでしょうか。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 もう一度質問よろしいですか。理解ができなかったので、もう一度

お願いします。 
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●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 Ｕターン促進条例そのものは、期間を延長することは結構だと思いますが、

一歩進めて、奨学資金を借りる段階で何らかの償還免除とするような制度の構築を考えて

みてはどうかと聞いています。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 確認をさせてください。当町に戻ってくる方に対して一部免除の制

度を設けています。それだけではなくもう少し拡大して、当町に戻ってこなくても免除制

度を設けたほうがよいという趣旨でのご質問と理解してよいでしょうか。 

●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 古くは昭和４０年代頃に多くの人たちが借りていたと伺っています。その当

時も町内に就職した場合に償還の免除を行う制度だったと承知しています。町内に帰って

きた場合に適応を受けるという考え方でよろしいと思います。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 この制度は、昨年度から斜里高校へ職員が出向いて、こういったＵ

ターン促進の条例というか手法があることは、これから受験する高校生に対してと、４月

に行っている保護者への説明会でも行っています。これから借りる進学する生徒やその家

族に説明は行っています。 

●金盛議長 櫻井議員。 

●櫻井議員 確認させてください。どこかに行ってしまうよりは、斜里町に籍を置いてこ

こで暮らしていただきたい。そういう人が一人でも増えるようにということも十分に入っ

ていると思います。職種に応じて人材確保のためという目的は、これにはさほど含まれて

いないと思います。町内で働いていただければそれに越したことはない。 

 この制度をつくった時から、例えば町内に帰ってきたが隣の町で仕事をしている方にも

この免除は適応されているのかの確認と、その場合、この制度を受けている方、最初に使

っていた方が８名、現在は５名の中で、ほかの町で働いている方は何人いらっしゃるのか

わかりますか。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 一点目の質問は、当町に転入して来ていただくことが条件になって

いるので、町外での就職については対象となっています。 

 現在の対象者の内訳というか町外、町内者の動向は、１名町外で就職されています。 

●金盛議長 櫻井議員。 

●櫻井議員 Ｕターン促進条例で奨学金を受けているのは、ほかの市町村でもやっている

ところがあります。ある程度の職種に限ってこれを適応している部分は、この近隣であり

ますか。それをすること自体はこの制度とは違うし、奨学金そもそもからも違うと思いま

すが、そういう部分ではないでしょうか。そこの確認だけはさせてください。 
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●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 申し訳ございません。今、資料等を用意していないので、あらため

てお答えさせていただきたいと思います。 

●金盛議長 他、ありませんか。若木議員。 

●若木議員 現在、Ｕターン促進条例の対象になり得る、今返済中の方の人数は何人でし

ょうか。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 現在、奨学金の返還を行っている方は、全部で１２２名いらっしゃ

います。うち、このＵターン促進条例の対象者は４４名です。 

●金盛議長 若木議員。 

●若木議員 斜里町で人材が不足している部分とこの制度が上手くリンクできないかと考

えますが、対象になる方が４４人いる中で８人が適用を受けているので、ほかの方々は斜

里町以外で仕事をして活躍している方々だと思います。保育士や介護の現場等で経験を積

んだ方が、斜里町で不足している部分で働いてもらえることにつながるようになっていけ

れば、もっとこの制度が上手くいくと思いますが、その部分についての今後の働きかけな

どの考えはありますか。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 現在のＵターン促進の方は、５名とご理解いただきたいのと、年に

１回、貸し付けを受けてその後就職されている方、Ｕターンの適用を受けていない方、い

わゆる戻って来ていない方には、個別にご案内しています。こういう制度があって斜里町

に戻って来ていただければ、Ｕターンの適用になることを周知しているので、その辺につ

いては継続をしたいと思います。 

●金盛議長 他、ございませんか。これをもちまして、議案第３４号についての質疑を終

結いたします。 

 

◇ 議案第３４号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 これから、討論採決を行います。議案第３４号、斜里町奨学生ふるさとＵタ 

ーン促進条例の一部を改正する条例について、討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３４号について、採決を行います。議案第３４号について、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第３４号については、原案のとおり可決さ

れました。 
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午前１１時５１分 

 

◇ 議案第３５号 ◇ 

●金盛議長 日程第１１、議案第３５号、職員定数条例の一部を改正する条例について、

を議題といたします。内容の説明を求めます。伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 （議案第３５号 内容説明 記載省略） 

●金盛議長 内容の説明が終わりました。これから、議案第３５号について、質疑を受け

ます。ご質疑ございませんか。宮内議員。 

●宮内議員 資料９について質問します。病院事業において、新たな国保病院の改革プラ

ンの実施、今年から実施している透析患者への対応にあたるために、国保病院の職員定数

を増員させることは当然だと思います。それは病院事業の継続にとって必要不可欠なもの

と理解します。 

 一方で、町長の事務部局を１３８に減らすことは、これで役場の業務に支障がでないか

どうかお伺いします。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 今回の定数条例において、業務に支障がないということで改正をす

るものです。 

●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 さまざまな委員会質疑でも職員の健康維持などについて話題になることがあ

ります。そういう話題から類推すると、必ずしも現在斜里町の役場の業務は、十分な職員

体制とはいえないと考えますが、どうでしょうか。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 確かに対外的、内面的に見てもかなり職員には負担をかけています

し、そういった意味では、病休に入っている職員も何名かいます。現状、限られたスタッ

フで行っているので、先ほどの定数改正もそれらを十分考慮した内容になっていると認識

しています。 

●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 負担がかかっている勤務状態の中で定数を削減することは、今は削減されな

い状態でいるので、定数を減らすことは、ますます負担が重くなると考えざるを得ないで

す。それは適正な業務の遂行ができなくなる恐れがあると思わざるを得ませんが、いかが

ですか。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 現在の定数を申し上げると、町長部局は１１６という実数になって

います。定数１３８に改正しても職員の数的にはまだ余裕があるので、そういった体制に

なっています。 
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●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 別な観点から伺います。定数そのものは１３８だけれども、職員の配置数は

１１６です。元々配置数そのものが少ないということです。１４３のままおいておけばよ

いのに、１３８に減らす意味はどこにあるのですか。 

●金盛議長 北副町長。 

●北副町長 この別表の中では、事務部局や企業会計など、そのほかに議会、選管、農業

委員会、教育委員会、水道の部分で、一応の区分けはされています。また一つ数的にある

のは、２３８の大枠の斜里町職員としての定数です。従いまして、それらの定数について

は個別の部分もありますが、上限設定の意味合いが強く、これについては上限設定を変え

なければならないという特別な理由はないと思っています。実際の職員の配置については、

行革の方針でも定数とは別の部分で業務や欠員の状況を見極めながら全体を見渡していく

ことなので、定数と実際の職員数との間には、ある程度余裕を持った形で進めさせていた

だいているとご理解いただきたいと思います。 

●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 定数と職員の配置数との間には、余裕を持った状態であるべきではないかと

は私もそう思います。ですから、減らさないでそのままにしておけばよいのではと言って

います。 

●金盛議長 北副町長。 

●北副町長 減らさないということは、２３８から２４３になるということなので、それ

は現状の中でそこに踏み切れるだけの検討を加えていない部分があるので、ご理解いただ

きたいと思います。 

●金盛議長 宮内議員。 

●宮内議員 理解できないので質問しています。２３８というのは、説明を受けてわかり

ましたが、実際の配置数と定数の間には一定の余裕が必要なのは、私もそこはそう思いま

す。病院は必要不可欠で５人の増員が必要です、それは妥当だと思います。必要なところ

だけ増やして、実際の配置数についてどうしろと言っているわけではないです。定数その

ものを病院以外のところを減らす必要性がどこにあるのかという話です。 

●金盛議長 答弁保留のまま、昼食、休憩といたします。 

休憩 午後１２時０２分 

再開 午後 １時００分 

 

●金盛議長 休憩を解き、会議を開きます。宮内議員への保留中の答弁から、増田総務部

長。 

●増田総務部長 宮内議員の質問に答える前に、午前中の櫻井議員の質問についてですが、

少し調査に時間を要することから、後日あらためて答えさせていただきたいと思います。 



21 

 

 宮内議員の質問は、事務部局、町長部局の定数は、そのままでもよいのではというお話

でした。繰り返しになりますが、町長部局の定数と実数の間には、我々としては余裕があ

り、この中でどうにかやれると思っているので、全体の定数２３８の中で変えることなく

対応できると思いますので、どうぞご理解いただければと思います。 

●金盛議長 他、ありませんか。これをもちまして、議案第３５号についての質疑を終結

いたします。 

 

◇ 議案第３５号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 これから、討論採決を行います。議案第３５号、職員定数条例の一部を改正 

する条例について、討論ございませんか。宮内議員。 

●宮内議員 今、条例の改正は、附則において病院職員の定数を増やし、町長部局の職員 

定数を減らすものです。現在の斜里町役場における業務の体制は、相当程度すでに職員に 

対しても無理がかかった業務状況にあると考えます。病院が新たな改革プランに基づく改 

革を進めることや透析患者に対応するスタッフの充実を求めるために、病院に係る定数を 

増やすことは、当然妥当だと思いますが、その反面で町長部局の定数を減らすことは、今 

後、業務に支障をきたす恐れがあると考えます。よって、この条例改正における別表中の 

表に対して反対します。 

●金盛議長 次に、賛成の討論ございませんか。櫻井議員。 

●櫻井議員 今回の条例改正に対して、賛成の意見を述べます。宮内議員がおっしゃった 

部分の中身に関わることですが、必要な部署に職員を配置することは、業務上必要なこと 

です。この改正の内容を、今までの討議でお話を伺ってきましたが、ここの部分を変えた 

ところで全体的な定数の上限設定の考え方を副町長から伺いました。その観点から考える 

と、町長の事務部局の人数が変わったとしても、その上限に関しての部分でしっかりと業 

務が遂行される定数になっていると思います。その部分では、最終的に定数条例そのもの 

を今ここで変更するわけではなく、必要に応じて病院の業務をきちんと遂行できる、その 

ために取る処置としては、今回の条例改正は妥当なものと思うので、賛成します。 

●金盛議長 ほかに討論ございませんか。これをもちまして、討論を終結いたします。 

これから、議案第３５号の採決を行います。この採決は挙手により行います。議案第３ 

５号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成 １１） 

●金盛議長 賛成多数であります。よって議案第３５号については、原案のとおり可決さ 

れました。 

午後１時０５分 

 

◇ 議案第３６号 ◇ 
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●金盛議長 日程第１２、議案第３６号、町税条例の一部を改正する条例について、を議

題といたします。内容の説明を求めます。茂木税務課長。 

●茂木税務課長 （議案第３６号 内容説明 記載省略） 

●金盛議長 内容の説明が終わりました。これから、議案第３６号について、質疑を受け

ます。ご質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 これをもちまして、議案第３６号についての質疑を終結いたします。 

 

◇ 議案第３６号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 これから、討論採決を行います。議案第３６号、町税条例の一部を改正する 

条例について、討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３６号について、採決を行います。議案第３６号について、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第３６号については、原案のとおり可決さ

れました。 

午後１時１２分 

 

◇ 議案第３７号 ◇ 

●金盛議長 日程第１３、議案第３７号、斜里町印鑑条例の一部を改正する条例について、

を議題といたします。内容の説明を求めます。平田住民生活課長。 

●平田住民生活課長 （議案第３７号 内容説明 記載省略） 

●金盛議長 内容の説明が終わりました。これから、議案第３７号について、質疑を受け

ます。ご質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 これをもちまして、議案第３７号についての質疑を終結いたします。 

 

◇ 議案第３７号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 これから、討論採決を行います。議案第３７号、斜里町印鑑条例の一部を改 

正する条例について、討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３７号について、採決を行います。議案第３７号について、原案のと
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おり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第３７号については、原案のとおり可決さ

れました。 

午後１時１８分 

 

◇ 議案第３８号～４０号 ◇ 

●金盛議長 日程第１４、議案第３８号、斜里町水道給水条例の一部を改正する条例につ

いてから、日程第１６、議案第４０号、斜里町公共下水道条例の一部を改正する条例につ

いてまでの３件を一括議題といたします。内容の説明を求めます。榎本水道課長。 

●榎本水道課長 （議案第３８号～４０号 内容説明 記載省略） 

●金盛議長 内容の説明が終わりました。これから、議案第３８号から議案第４０号まで

の３件について、一括して質疑を受けます。ご質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 これをもちまして、議案第３８号～議案第４０号についての質疑を終結いた

します。 

 

◇ 議案第３８号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 これから、討論採決を行います。議案第３８号、斜里町水道給水条例の一部 

を改正する条例について、討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３８号について、採決を行います。議案第３８号について、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第３８号については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◇ 議案第３９号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 次に、議案第３９号、斜里町簡易水道給水条例の一部を改正する条例につい 

て、討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３９号について、採決を行います。議案第３９号について、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 
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（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第３９号については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◇ 議案第４０号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 次に、議案第４０号、斜里町公共下水道条例の一部を改正する条例について 

討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４０号について、採決を行います。議案第４０号について、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第４０号については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◇ 議案第４１号～４３号 ◇ 

●金盛議長 日程第１７、議案第４１号、令和元年度斜里町一般会計補正予算（第３回）

についてから、日程第１９、議案第４３号、令和元年度斜里町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１回）についてまで、３件を一括議題といたします。 

 それでは、日程第１７、議案第４１号から日程第１９、議案第４３号までの各会計補正

予算の説明を受けます。鹿野財政課長。 

●鹿野財政課長 （議案第４１号～４３号 内容説明 記載省略） 

●金盛議長 内容の説明が終わりました。まずはじめに、議案第４１号、令和元年度斜里

町一般会計補正予算（第３回）について質疑を受けます。歳入、歳出全般にわたって、ご

質疑ございませんか。若木議員。 

●若木議員 １０ページの２款、総務管理費の国立公園内園地管理費ですが、この自然セ

ンターの部分については、光回線整備が整ったことの整備費用と聞きました。観光には光

回線整備が必要ということで、これは事業者による整備かと思いますが、この事業者が整

備するにあたって事業者への要請などは行ってきたものですか。 

●金盛議長 南出環境課長。 

●南出環境課長 町としてもＮＴＴの回線業者に光回線を要望してきたので、それに伴い

このたびの光回線の工事をすることになり、それに対する町の投資的な負担分になってい

ます。 

●金盛議長 若木議員。 

●若木議員 要望が叶い、観光客が利用しやすくなり大変喜ばしいことだと思います。そ
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の一方で、農村地域への光回線整備も斜里町として要望を挙げてきた経過があると思いま

す。こちらについて要請は行っていましたか。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 この間の経過でＮＴＴと何度か接触する機会があり、それは就任の

あいさつなどの経過の中で、当町のデジタルディバイドの課題や整備要望なども幾度とな

くしています。 

●金盛議長 若木議員。 

●若木議員 そのような中で、今回、自然センターの光回線整備が行われたと同時に、斜

里町内の農村地域も一部広がりがありますが、その部分ですとまだ全域的ではないという

課題があると思います。こちらについては今後どのように進めていくのか、さらに要望を

挙げていくのか、そこら辺の考えを教えてください。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 今ＮＴＴが行っている事業の推移を見定めて、その後、当町として

も考えていきたいと考えています。 

●金盛議長 若木議員。 

●若木議員 見定めた後に当町として考えるということは、事業者へのエリア拡大の要請

は、行わないということですか。 

●金盛議長 伊藤企画総務課長。 

●伊藤企画総務課長 要望は現在も行っていて、できる限り広範囲という要請はしていま

す。その中で、ＮＴＴの事業の範囲で拡大になったので、今はそれを見守って、今後さら

に状況を見極めながら追加要望など整備について協議ができればと考えています。 

●金盛議長 若木議員。 

●若木議員 次の質問です。歳入歳出の両方に関わりますが、歳出ですと６款、農林水産

費の農業費、農業振興費です。蔓延防止対策で支出額が同額、道費のほうで歳入として計

上されています。こちらは、斜里町が取り組む内容について、メニューが決められたもの

を取り組むので、同額が歳入として受け入れられるのか、それとも斜里町が行う蔓延防止

対策について歳入は全額委託金として入るのか、その考えを教えてください。 

●金盛議長 髙橋農務課長。 

●髙橋農務課長 今回の委託金については、基本的に国が北海道に交付している消費安全

交付金を財源にして、北海道が蔓延防止に必要な地元で行う取り組みに対して委託をして、

その委託を受けて市町村が実施する取り組みに対して１０分の１０の交付を受けて行うも

のです。使途については、今懸念されている病害虫の蔓延を防止するために地元の役割と

されている町民や観光客への周知対策や地元農業者の行う取り組みなどに対して委託金が

配分されます。町だけではなく農業協同組合も北海道から委託を受けて、さまざまな蔓延

防止対策についてこのたび行うことにしているので、町に係る部分を今回計上させていた
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だきました。 

●金盛議長 若木議員。 

●若木議員 斜里町が取り組むものについて、全額、１０分の１０ということで考えてよ

いですか。 

●金盛議長 髙橋農務課長。 

●髙橋農務課長 基本的には１０分の１０の制度の中でいただくものですが、使途につい

ては、今年度は現在の北海道で持っている予算の流用で配分されているので、その総額の

中で調整は十分あり得ました。その中で今年度に行うべき業務について満額をいただきま

した。 

●金盛議長 若木議員。 

●若木議員 ＪＡがほとんど中心になっていますが、今回の蔓延防止については、生産現

場でのさまざまな前例を踏襲しながらも、斜里町における課題を整理しながらいろいろ取

り組んでいると聞いています。１０分の１０のことですが、予算の残高の調整の中という

ことがありますが、その部分ですと出荷が始まっている中で、絶対に取り組まなければい

けない部分で、国や道からの予算を超える部分の支出が生じた場合、町として支援する考

えはありますか。 

●金盛議長 髙橋農務課長。 

●髙橋農務課長 今年の委託金は、ＪＡでは原料の搬出車両の土が飛散しないように幌掛

けをする対策や圃場から出る際の洗浄に必要な水のタンクなどをリースするための費用に

ついては、すでに委託金として要望して配分されると聞いています。併せて防除区域の中

から土付きの農産物を地区外に出すにあたって移動制限が国からの指導であるので、住宅

付近にあるなどで、一時原料を堆積するストックポイントがその地域にない農業者もいて、

そういった方については、その地域の中に新たにストックポイントを整備しなければなら

ないので、取付道路付近に土場を整備するための原材料費についても、約１３０カ所分の

見立てでＪＡは要望して、最終的な金額の調整はあるかもしれませんが、概ね配分される

と聞いています。 

 斜里町の農家だけではなく、その地域にある他町からの入作者の所属のＪＡでも同じよ

うな取り組みがされていると聞いています。今の段階では、北海道の委託金で充当される

と判断しているので、もしそこで充当されない部分の経費が出た時は、あらためてＪＡな

どと協議をしながら必要な支援や検討はしたいと考えています。 

●金盛議長 他、ありませんか。櫻井議員。 

●櫻井議員 １０ページの、先ほど若木議員からも質問のあった知床自然センターのネッ

ト回線の活用に関して伺います。自然センターのネット回線は、現在、知床自然センター

の指定管理委託に係る部分としての計上になっています。隣接する鳥獣保護センターや１

００平方メートル運動ハウスのネット回線とＷｉ－Ｆｉの提供の部分はどうなっています
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か。 

●金盛議長 南出環境課長。 

●南出環境課長 今回予定しているのは、自然センター本館と裏の鳥獣保護センターまで

については、インターネット回線を提供できる形で整備をする予定です。 

●金盛議長 櫻井議員。 

●櫻井議員 鳥獣保護センターは、光回線が十分に使えますか。建物が環境省の部分にな

っていますが、一緒に敷設して利用可能ということですか。 

 １００平方メートル運動ハウスなどには、光回線というよりもＷｉ－Ｆｉの利用ができ

るようになっているのか伺います。 

●金盛議長 南出環境課長。 

●南出環境課長 鳥獣保護センターについては、光回線が提供できるように整備を進める

ことにしています。 

 １００平方メートル運動ハウスについては、現在、インターネット回線がまだいってい

ない所なので、今後の利用状況等々を見ながら検討する形になると考えています。 

●金盛議長 櫻井議員。 

●櫻井議員 鳥獣保護センターは整備が進んでいて、まだできていないという形ですね。 

 もう一点伺います。１００平方メートル運動ハウスなどに関しての光回線は、ぜひやっ

たほうがよいと思います。１００平方メートル運動に関しての理解を深めることや啓もう

活動では、１００平方メートル運動ハウスにはいろいろな方が、これは何だろうというこ

とで入っています。電気は点きますが、中の部分でこうした取り組みに関して、待ちに待

った回線なので、そこでいろいろ提供できるメニューがたくさんあると思います。 

 スクリーンを置いているかわかりませんが、そういった部分に今までの活動などを流し

たり、そういう啓もうをするにあたってネット回線の利用は必要と思います。今回、外構

なども工事が入りますが、そういった部分での１００平方メートル運動推進のためにこう

したネット回線、要するにＩＣＴを使う考えはないのでしょうか。 

●金盛議長 南出環境課長。 

●南出環境課長 １００平方メートル運動に関するいろいろなレクチャー等々を含めては、

今は自然センターでレクチャールームを設けて、そこで実施しています。１００平方メー

トル運動ハウスについては、町の取り組みの象徴的な部分と考えているので、今後、建物

全体の整備等々を検討している段階なので、その中であらためて検討できればと考えてい

ます。 

●金盛議長 櫻井議員。 

●櫻井議員 今回、自然センターの中で、主に業務に使う形ですが、利用者の方にＷｉ－

Ｆｉとしての提供を今までもされていたと思います。その辺のＷｉ－Ｆｉの提供の回線や

セキュリティなどは、構築されたフリーＷｉ－Ｆｉの形で利用できる体制になっています
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か。 

●金盛議長 南出環境課長。 

●南出環境課長 現在も自然センターについては、Ｗｉ－Ｆｉ環境で衛星回線を使って提

供しています。光回線が通った段階でも同じようにセキュリティ環境は整備した上で、Ｗ

ｉ－Ｆｉの提供を考えています。 

●金盛議長 櫻井議員。 

●櫻井議員 国立公園内園地管理には関係ないですが、先ほども若木議員が言っていたよ

うに、ここまで光回線が引かれたということは、ウトロ地域は光回線の敷設が意外と早い

状況でした。しかし網羅できていない部分がありましたが、今回の工事は、ウトロ地域か

ら幌別を通って上がってきた形での回線ですか。途中ホテルがあり、そのホテルからこち

ら側は、今までは回線の敷設がなく使えない部分がありました。そこは今回の敷設によっ

て網羅できましたか。 

 もう一点、ウトロ高原のほうに関しても光回線の未整備地区がありました。その辺の関

係はどのようになっていますか。 

●金盛議長 増田総務部長。 

●増田総務部長 自然センターへの光回線とは別のことかと思います。ウトロ東地区につ

いては把握していませんが、ウトロ高原地区については、少なくともＡＤＳＬを利用され

ている方がいて、光への切り替えが行われると聞いています。 

●金盛議長 他、ありませんか。これをもちまして、議案第４１号についての質疑を終結

いたします。 

 

◇ 議案第４２号質疑 ◇ 

●金盛議長 次に、議案第４２号、令和元年度斜里町介護保険事業特別会計補正予算（第

２回）について質疑を受けます。ご質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 これをもちまして、議案第４２号についての質疑を終結いたします。 

 

◇ 議案第４３号質疑 ◇ 

●金盛議長 次に、議案第４３号、令和元年度斜里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１回）について質疑を受けます。ご質疑ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 これをもちまして、議案第４３号についての質疑を終結いたします。 

 

◇ 議案第４１号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 これから、討論採決を行います。議案第４１号、令和元年度斜里町一般会計 
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補正予算（第３回）について討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４１号について、採決を行います。議案第４１号について、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第４１号については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◇ 議案第４２号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 次に、議案第４２号、令和元年度斜里町介護保険事業特別会計補正予算（第 

２回）について討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４２号について、採決を行います。議案第４２号について、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第４２号については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◇ 議案第４３号討論・採決 ◇ 

●金盛議長 次に、議案第４３号、令和元年度斜里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

１回）について討論ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４３号について、採決を行います。議案第４３号について、原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

●金盛議長 異議なしと認めます。よって議案第４３号については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◇ 散会宣言 ◇ 

●金盛議長 本日はこれをもちまして、散会といたします。 

午後２時１４分 
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